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【予算関係】
・・・市 町 村 課 県議会議員選挙費に係る債務負担行為の設定について １



県議会議員選挙費に係る債務負担行為の設定について
市町村課

１ 概要

令和５年４月２９日の任期満了に伴い執行される県議会議員選挙について、選挙公報の作成や様々な媒体を

活用した啓発を行うためには、今年度内に契約手続きを行う必要があることから、債務負担行為を設定する。

・選挙の告示日 令和５年３月３１日（金）

・選挙の期日 令和５年４月 ９日（日）

２ 債務負担行為限度額

２１，２７１千円（ ２１，２７１千円） 需用費（選挙公報印刷費） １２，７４１千円

委託料 ８，５３０千円

※委託料内訳

・選挙啓発費 ８，５３０千円

テレビ・ラジオＣＭ放送

インターネット広告

ポスター・チラシ・啓発看板制作等

【参考】年度別の主な経費内訳 （単位：千円）

区 分 令和４年度 令和５年度（見込額） 計

市町村交付金 ポスター掲示場費、事務費 投開票経費、事務費

予 算 額 １３４，５１２ ３２１，５８５ ４５６，０９７

県 執 行 分 投票用紙作成費、候補者交付物 選挙公報印刷費、選挙啓発費（テ

件作成費 レビ・ラジオＣＭ放送等）、選挙

公営費(自動車･ポスター･ビラ等)

予 算 額 １０，１０７ １６２，１４６ １７２，２５３

計 １４４，６１９ ４８３，７３１ ６２８，３５０

※債務負担行為設定の対象は下線部分。
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